
 

令和 7 年 4 月 1 日決定 

令和 7 年 9 月 9 日変更 

 

岐阜市公立大学法人職員給与の支給基準について 

 

１ 職員の給与の考え方（地方独立行政法人法第57条） 

 ・職員の給与は、職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 

・職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の

国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、法人の業務の実績、職

務の特性、雇用形態等を考慮して定めなければならない。 

 

２ 岐阜市公立大学法人の職員の給与の支給基準の考え方 

職員の退職手当以外の給与及び退職手当については、原則として岐阜市の制度及

び運用に準じる。 

 

３ 職員給与の支給基準 

 給料及び諸手当を支給 

（1）給料 

① 給料月額 

法人職員給与規程の一般職給料表及び教育職給料表に基づき決定する。 

② 給料の調整額 

職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境そ

の他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し

適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整

額を定めることができる。（給料月額の100分の25の範囲内） 

（2）諸手当 

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、

超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末

手当及び勤勉手当 

手当 内容 支給概要 

扶養手当 扶養親族のある職員に対して支給す

る。 

子 13,000円(特別加算5,000円/人) 

配偶者以外       6,500円 

（経過措置：令和7年度に限り 

子 11,500円(特別加算5,000円/人 

配偶者、父母等 6,500～3,000円） 

地域手当 職員に支給する。 給料月額（扶養手当、管理職手当含む）

×100分の4（経過措置：令和7年度に限り

100分の5） 

住居手当 自ら居住するため住宅を借り受けてい 家賃額に応じて支給（上限28,000円） 



 

る職員に支給する。 

通勤手当 職員が通勤に使用する交通機関等、交

通用具の区分に応じ支給する。 

通勤距離が片道2km以上の場合に支給（上

限55,000円） 

・交通機関等の場合  

交通機関等の運賃に応じる 

・自動車等の場合 

自動車等の利用距離に応じる 

単身赴任手

当 

異動に伴い、住居を移転し、同居して

いた配偶者と別居することとなった職

員に支給する。 

30,000円 

交通距離に応じて加算 

特殊勤務手

当 

職員が特殊な勤務に従事し、その勤務

に対する報酬について特別の考慮を必

要とする場合において、それを給料に

組み入れることが困難な事情があると

きは、その特殊性に応じて特殊勤務手

当を支給する。 

 

種類 支給され

る職員の

範囲 

支給額等 

大 学 院

指 導 手

当 

研 究 室 に

大 学 院 研

究 科 の 学

生 が 配 属

さ れ て お

り 、 研 究

指 導 を 担

当 す る 教

員 

教 授  月 額 

20,000 円 

准 教 授  月 額 

15,000 円 

講 師  月 額 

10,000 円 

助 教  月 額 

5,000 円 

 

同一の教員に対

し、大学院担当

手当との重複支

給は行わないも

のとする。 

大 学 院

担 当 手

当 

（ 英 語

教育） 

大 学 院 研

究 科 に お

い て 英 語

教 育 を 担

当 す る 教

員 

月額 10,000 円 

 

同一の教員に対

し、大学院指導

手当との重複支

給は行わないも

のとする。 

大 学 院

担 当 手

当 

岐 阜 大 学

大 学 院 連

合 創 薬 医

療 情 報 研

教 授  月 額 

20,000 円 

准 教 授  月 額 

15,000 円 



 

（ 連 合

大 学

院） 

究 科 （ 以

下 「 連 合

大 学 院 」

と い

う 。 ） に

お け る 専

任教員 

講 師  月 額 

10,000 円 

助 教  月 額 

5,000 円 

 

同一の教員に対

し、大学院指導

手当との重複支

給は行わないも

のとする。 

災 害 地

派 遣 手

当 

異 常 な 自

然 現 象 又

は 大 規 模

な 事 故 に

よ り 重 大

な 災 害 が

発 生 し 、

又 は 発 生

す る お そ

れ が あ る

場 合 に 、

岐 阜 市 の

区 域 以 外

の 地 域 に

お い て 、

災 害 応 急

対 策 、 災

害 復 旧 等

の 支 援 業

務 に 従 事

した職員 

こ の 場 合

に お い

て 、 支 給

対 象 と な

る 地 域 及

び 期 間

は 、 理 事

長 が そ の

業務に従事した

日 1 日につき、

1,000 円(業務に

従事した時間が

4 時間未満の場

合は、600 円) 

 

当該業務が夜間

（日没時から日

出時までの間を

いう。）におい

て行われた場合

にあっては、上

記に規定する額

にその 100 分の

50 に相当する額

を加算した額と

する。 



 

都 度 定 め

る。 

入 試 担

当手当 

学 部 の 一

般 選 抜 及

び 推 薦 入

学 試 験 の

問 題 作

成 、 点 検

及 び 採 点

等 の 業 務

並 び に 連

合 大 学 院

の 入 学 試

験 業 務 に

従 事 し た

教員 

(1) 学部の一般

選抜及び推薦

入学試験の問

題作成、点検

及び採点等 

 予算の範囲

内で理事長が

別に定める額 

(2) 連合大学院

の入学試験業

務 

 東海国立大

学機構職員給

与規程(令和 2

年度機構規程

第 54 号)に規

定する入試手

当に準じた額 

公 開 講

座 等 担

当手当 

法 人 の 実

施 す る 公

開 講 座 又

は こ れ ら

に 類 す る

教 育 活 動

(以下「公

開 講 座

等 」 と い

う。 )にお

い て 講 師

の 業 務 に

従 事 し た

教員 

(1) 岐阜薬科大

学市民公開講

座、岐阜薬科

大学薬剤師生

涯教育講座 

 1 回当たり

15,000 円 

(2) その他の公

開講座等 

 前号支給額

を参酌して、

予算の範囲内

で理事長が別

に定める額 
 

超過勤務手

当 

正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられた職員に支給する。 

１時間当たり給与額の100分の125～100分

の175 

休日給 休日等に正規の勤務時間中に勤務する

ことを命ぜられた職員に支給する。 

１時間当たり給与額の100分の135 

夜勤手当 正規の勤務時間として午後10時から翌 １時間当たり給与額の100分の25 



 

日の午前5時までの間に勤務すること

を命ぜられた職員に支給する。 

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に、そ

の特殊性に基づいて支給する。 

職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額の100分の25の範囲内 

管理職員特

別勤務手当 

管理職員が臨時又は緊急の必要その他

の業務の運営の必要により週休日、祝

日法による休日等又は年末年始の休日

等に勤務をした場合又は災害への対処

その他の臨時又は緊急の必要により午

後10時から翌日の午前5時までの間

（週休日等に含まれる時間を除く。）

であって正規の勤務時間以外の時間に

勤務した場合に支給する。 

勤務1回当たり12,000円又は6,000円を超え

ない範囲内 

期末手当 基準日（6月1日及び12月1日）に在職

する職員に支給する。 

職員の給料月額、職務の級、在職期間等に

応じ支給 

勤勉手当 同上 職員の給料月額、職務の級、人事評価の結

果、勤務状況等に応じ支給 

  

４ 職員退職手当の支給基準 

法人を退職（解雇されたものを含む｡）した職員（非常勤を除く。）に支給する。

ただし、懲戒解雇の処分を受けた場合等を除く。 

退職時の給料月額、退職事由及び勤続年数に応じた基本額と、職責に応じた加算

額である調整額の合算により支給する。 


